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(57)【要約】
　１つ以上のラックで構成される複数のキャビネットを
備えるデータストレージセンター。ラックは、１つ以上
の機器を収容するように構成される。前記キャビネット
のうちの少なくとも１つは、前記キャビネットの各ラッ
クに対する、及び前記キャビネットの隣接キャビネット
のラックに対するアクセスを容易にするように可動式で
ある。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つ以上のラックで構成される複数のキャビネットを備えるデータストレージセンター
であって、前記ラックは、１つ以上の機器を収容するように構成され、
　前記キャビネットのうちの少なくとも１つは、前記キャビネットの前記各ラックに対す
る、及び前記キャビネットの隣接キャビネットのラックに対するアクセスを容易にするよ
うに可動式である、データストレージセンター。
【請求項２】
　前記キャビネットが配設される閉鎖空間を画成するエンクロージャを更に備える、請求
項１に記載のデータストレージセンター。
【請求項３】
　前記キャビネットのうちの少なくとも１つは、それぞれ２つの隣接キャビネット間の浮
動島間隙が前記閉鎖空間内に形成されるように、前記閉鎖空間内で可動式である、請求項
２に記載のデータストレージセンター。
【請求項４】
　前記キャビネットは、互いに対して平行であり、且つそれぞれが幅Ｗｉを有し、前記浮
動島間隙は幅Ｗ’を有し、前記キャビネットの有効幅（ＷＥｆｆ）は、
【数１】

であり、ここで、ｎは前記キャビネットの数であり、及びｉは特定のキャビネットの数で
あり、且つ１～ｎの値を有する、請求項３に記載のデータストレージセンター。
【請求項５】
　前記閉鎖空間の幅はＷＥｆｆに略等しい、請求項４に記載のデータストレージセンター
。
【請求項６】
　前記幅Ｗｉは、全ての前記キャビネットにおいて同一であり、且つ幅Ｗ’に略等しい、
請求項４又は５に記載のデータストレージセンター。
【請求項７】
　前記幅Ｗ’は、前記キャビネットの前記ラックの幅に略等しい、請求項４～６のいずれ
か一項に記載のデータストレージセンター。
【請求項８】
　前記キャビネットのうちの少なくとも１つの変位は手動又は電動式である、請求項１～
７のいずれか一項に記載のデータストレージセンター。
【請求項９】
　前記少なくとも１つのキャビネットは、並行に配設されるレールの上で可動式である、
請求項１～８のいずれか一項に記載のデータストレージセンター。
【請求項１０】
　前記キャビネットのうちの少なくとも１つの前記機器に対して環境制御を提供するため
の、前記キャビネットのうちの少なくとも１つに関連する環境制御を更に備える、請求項
１～９のいずれか一項に記載のデータストレージセンター。
【請求項１１】
　環境制御は、温度制御システム、湿度制御システム、及び空気濾過システムのうちの少
なくとも１つを備える、請求項１０に記載のデータストレージセンター。
【請求項１２】
　前記キャビネットのうちの少なくとも１つとの前記関連は、それに連接される気候制御
流体流コンジットによって提供される、請求項１０又は１１に記載のデータストレージセ
ンター。
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【請求項１３】
　請求項２に従属する場合、前記気候制御流体流コンジットは、前記エンクロージャから
延在し、且つ前記キャビネットの各キャビネットの各ピックアップ流れポートと係合する
ように構成される定置型流れポートである、請求項１２に記載のデータストレージセンタ
ー。
【請求項１４】
　前記気候制御流体流コンジットは、その各キャビネットと共に可動式である、請求項１
２に記載のデータストレージセンター。
【請求項１５】
　請求項２に従属する場合、温度、湿度、空気の純度等の環境パラメータを監視するよう
に、前記エンクロージャ又は前記キャビネットのうちの１つ以上に関連する複数の気候制
御センサを更に備える、請求項１～１４のいずれか一項に記載のデータストレージセンタ
ー。
【請求項１６】
　前記キャビネットの前記機器にデータ通信を提供するための、前記キャビネットに関連
するデータ通信を更に備える、請求項１～１５のいずれか一項に記載のデータストレージ
センター。
【請求項１７】
　前記データ通信は、前記キャビネットに連接される固定配線を介して又はワイヤレス通
信を介して促進される、請求項１６に記載のデータストレージセンター。
【請求項１８】
　前記キャビネットの少なくとも一部は、分割され、且つ前記キャビネットの長さに沿っ
て横方向関係で変位するように構成される、請求項１～１７のいずれか一項に記載のデー
タストレージセンター。
【請求項１９】
　請求項２に従属する場合、前記キャビネットは、床に連接されるか、又は前記エンクロ
ージャの天井から吊り下げられるレールシステムの上で可動式である、請求項１～１８の
いずれか一項に記載のデータストレージセンター。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本主題は、データストレージシステムに関する。より詳細には、本開示は、省スペース
型データストレージシステムに向けられている。
【背景技術】
【０００２】
　ストレージデータセンターは、データ通信接続、電力供給及び環境制御、すなわち、空
気調和、湿度制御、火災／煙検出及び抑制システム、様々な保安装置、振動検出及び抑制
等のコンピュータストレージシステム及び関連するコンポーネントを格納するために用い
られる施設である。データセンターは成長し続けており、ストレージ空間は重要な問題と
なってきている。従って、新規のストレージシステム及び方法に対するニーズが存在する
。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　現在開示される主題の一態様によれば、１つ以上のラックで構成される複数のキャビネ
ットを備えるデータストレージセンターが提供される。ラックは、１つ以上の機器を収容
するように構成される。前記キャビネットのうちの少なくとも１つは、前記キャビネット
の各ラックに対する、及び前記キャビネットの隣接キャビネットのラックに対するアクセ
スを容易にするように可動式である。
【０００４】
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　本明細書中及び特許請求の範囲で用いるような用語「機器」は、任意の形態のデータス
トレージ及び通信設備を指している。
【０００５】
　編成は、デューティ保守点検島が、選択されたキャビネットに隣接して延在し、それを
保守点検するため、すなわち、データストレージ及び通信機器を設置／除去及び保守点検
するためのアクセスを容易にするように構成されるようなものである。
【０００６】
　本開示の第一の目的によれば、キャビネット間の多数の島を排除すること、又はかかる
島の数を実質的に低減することにより、向上した容積／ストレージ比を有する、すなわち
、所定空間内のストレージ容量を最大化し、それにより所定の床面積の利用を向上させる
データストレージセンターが存在する。
【０００７】
　本開示によるデータストレージセンターは、任意のエンクロージャ、すなわち定置型又
は移動型のいずれか、例えば、移動のために取り付け可能である任意の構造内に設置され
てもよい。
【０００８】
　本明細書中及び特許請求の範囲で以下に用いるような用語「ラック」は、データストレ
ージ及び通信機器を支持し、且つ電気的に結合させるための棚状コンパートメントを指す
。
【０００９】
　本明細書中及び特許請求の範囲で以下に用いるような用語「データストレージ及び通信
機器」は、コンピュータメモリ／ストレージシステム、コンピュータユニット、サーバ、
通信モジュール、電力ユニット等を指す。
【００１０】
　本明細書中及び特許請求の範囲で以下に用いるような用語「浮動島間隙」は、２つの隣
接するキャビネット間の最大空間を指し、前記空間は、前記２つの隣接するキャビネット
内に支持されるデータストレージセンター及び通信機器を保守点検することを容易にする
。浮動島間隙は、また、エンクロージャ内の端部キャビネット間、すなわち、エンクロー
ジャの壁部と隣接キャビネットとの間に延在してもよい。
【００１１】
　本明細書中及び特許請求の範囲で以下に用いるような用語「環境制御」は、少なくとも
温度制御システムを指す。しかし、環境制御は、湿度管理システム、空気清浄システム等
も含んでもよい。
【００１２】
　本開示の特定の実施例によれば、複数の並行に配設されるキャビネットを収容し、且つ
複数のデータストレージ及び通信機器を収容するように順に構成される一連のラックで構
成される閉鎖空間を備えるデータストレージセンターが提供され、キャビネットのうちの
少なくともいくつかは閉鎖空間内で可動式であり、隣接するキャビネット間の少なくとも
１つの浮動島間隙は閉鎖空間内に延在し、ここで、キャビネットのうちの１つ以上は、デ
ータ通信、電力供給、及び環境制御に関連する。
【００１３】
　編成は、所定の閉鎖空間内の所定の床面積の利用が、それぞれ２つのキャビネット間に
必要とされる島空間を浮動島間隙（いわゆるデューティ島間隙、すなわちデューティ保守
点検島）に最小化することにより劇的に増加され得るようなものである。従って、各キャ
ビネットの長さ及び幅が与えられる場合、変更されてもよいパラメータは、浮動島間隙に
面するデューティキャビネットの側のラックに取り付けられるデータストレージ及び通信
機器に対するアクセス及び保守点検を容易にするように、２つの隣接するキャビネット間
又は端部キャビネットと隣接する側壁との間に露呈する浮動島間隙によって削除され、且
つ置き換えられてもよい、キャビネット間の余分な島空間である。
【００１４】
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　従って、エンクロージャが複数の並行に配設されるキャビネットと嵌合する場合、キャ
ビネットの特定の高さ、幅及び長さ、有効幅（ＷＥｆｆ）のそれぞれは、
【数１】

であり、ここで、
　Ｗｉはキャビネットｉの幅を指し、
　Ｗ’は、浮動島間隙の幅、すなわち２つの隣接するキャビネット間の最大間隙を指し、
　ｎはエンクロージャ内で並行に配設されるキャビネットの数を指す。
【００１５】
　以下の特徴、設計、及び構成のうちのいずれか１つ以上は、個々に又は以下の組み合わ
せで、本開示によるデータストレージセンターに関連してもよい。
　・キャビネットは、手動又は電動式のいずれかエンクロージャ内での変位のために構成
されてもよい。
　・キャビネットは、エンクロージャ内の並行に配設されるレールの上で可動式であって
もよく、キャビネットは、互いに平行に可動式であってもよい。
　・キャビネットは、隣接するキャビネットとの衝突時にキャビネットに与えられる衝撃
及び／又は振動を低減するための減衰システムと共に構成されてもよい。
　・減衰システムは、キャビネットに及び又はキャビネットを支持するレール／トラック
システムに関連してもよい。
　・環境制御は、温度制御システム（特に冷却システム）により構成されてもよい。
　・環境制御は、湿度制御システムにより構成されてもよい。
　・環境制御は、空気濾過システムにより構成されてもよい。
　・キャビネットのそれぞれは環境制御と連接され、気候制御流体流は、各キャビネット
に関連するコンジットを介して生じてもよい。
　・エンクロージャは、追加の環境制御と共に構成されてもよく、それらに関わりなく、
キャビネットに連接されてもよい。
　・気候制御流体流コンジットは、キャビネットに固定して連接され、従って、各キャビ
ネットと共に変位するように構成されてもよい。
　・気候制御流体流コンジットは、エンクロージャから延在し、且つ各キャビネットの各
ピックアップ流れポートと係合するように構成される定置型流れポートであってもよい。
　・各キャビネットに関連する気候制御流ユニットは、中央システムとは独立してもよく
、又はその一部であってもよい。
　・定置型流れポートは、キャビネットがそれから係脱される場合に遮断するように構成
されてもよい。
　・各キャビネットは、各キャビネットに取り付けられるデータストレージ及び通信機器
によって生成される熱量に依存して、１つ以上の気候制御システムと共に構成されてもよ
い。
　・ストレージデータセンターは、温度、湿度、空気の純度等の環境パラメータを監視す
るように、エンクロージャ及び／又はキャビネットのうちの１つ以上に関連する複数の気
候制御センサと共に構成されてもよい。
　・ストレージデータセンターは、煙／火災検出器及び消火編成と共に構成されてもよい
。
　・キャビネットは帯電防止編成と共に構成されてもよい。
　・ストレージデータセンターは、空気フィルター／清浄システムと共に構成されてもよ
い。
　・エンクロージャは、エンクロージャの長さに沿った１つ以上の浮動島間隙と共に構成
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されてもよい。
　・浮動島間隙は、キャビネットのラックの幅と略同様の幅を有する。従って、キャビネ
ットが両面キャビネットである（すなわち、その両側にストレージラックを備える）場合
、間隙の幅は各キャビネットの幅の半分に略相当する。ラックがキャビネットの幅を実質
的に延在する場合、間隙の幅は各キャビネットの幅に略相当する。
　・ラックがキャビネットの幅に沿って実質的に延在する場合、データストレージ及び通
信機器は、キャビネットの一方の側面から又は両側からアクセスされてもよい。
　・データストレージ及び通信機器に対する電気供給は、キャビネット、接触器、集電体
等に結合される固定配線／ケーブル布設を介してであってもよい。
　・データストレージ及び通信機器のデータ通信は、各キャビネットに連接される固定配
線を介して促進されてもよい。
　・データストレージ及び通信機器のデータ通信は、接触器［データポートコレクタ］を
介して促進されてもよい。
　・データストレージ及び通信機器のデータ通信は、ワイヤレス通信を介して促進されて
もよい。
　・実用的な理由のため、編成は、例えば、大型エンクロージャの場合等に、２つ以上の
浮動島間隙が所定数のキャビネットに対して提供されるようなものであってもよい。
　・キャビネットはその長さについて分割されてもよく、ここで、キャビネットの分割部
分は、一体型ユニットとして共同で又は各分割部分で個々に移動されてもよい。
　・キャビネットのうちのいくつかは、分割され、いわゆる横方向関係で、すなわち、キ
ャビネットの長さに沿って変位するように構成されてもよい。
　・キャビネットは、床に連接され、及び／又はエンクロージャの天井から吊り下げられ
るトレイル／ラックシステムの上で移動されてもよい。
　・ラックは、データストレージ及び通信機器の迅速な結合／係脱のためのスナップ結合
ポートと共に構成されてもよい。
【００１６】
　本明細書中に開示する主題をより良く理解し、それがどのように実際に行われ得るかを
例示するために、実施形態が非限定的な実施例のみを用いて添付図面を参照してここで説
明される。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１Ａ】本開示の実施例によるデータストレージセンターの平面概略図である。
【図１Ｂ】図１Ａのデータストレージセンターの側面概略図である。
【図１Ｃ】そのうちのいくつかのキャビネットが変位される図１Ａのデータストレージセ
ンターの平面概略図である。
【図２】本開示の別の実施例によるストレージデータセンターの側面概略図である。
【図３】本開示の更に別の実施例によるストレージデータセンターの平面概略図である。
【図４】本開示によるストレージデータセンターの斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　最初に、本開示の第１の実施例による、概して２０で示すデータストレージシステムに
向けられた図面のうちの図１Ａ～１Ｃに注目する。
【００１９】
　データストレージシステム２０は、本実施例において、ストレージホール２４とそれに
連接される支持区域２５との形態で閉鎖空間を備える構造であるエンクロージャ２２を備
えている。ストレージホール２４は、４つの側壁２６ａ～２６ｄ、側壁２６ｃに形成され
るドア２８、天井３２（図１Ｂ）、及び固体床３４により構成される。
【００２０】
　本開示は単なる実施例であり、データストレージシステムは、実際、任意の適切な位置
、例えば、閉鎖空間又はより大きい空間内の空間において組み立てられてもよいことが正
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しく認識される。
【００２１】
　床３４は、それに固定されて連接される４つの平行に延在するレール３８ａ～３８ｄと
嵌合する。データストレージシステムが重量物を支承するように構成されている場合、床
は当技術分野において公知のように補強されなければならない。
【００２２】
　特定の実施例において、キャビネットはレールの上で移動可能であり、車輪、溝、磁気
レール、懸架式レール等の他の可動式構成が促進できることが更に正しく認識される。
【００２３】
　特に図示した実施例によれば、データストレージシステム２０は、４０ａ～４０ｇで示
す７つのキャビネットを備え、ここで、端部キャビネット４０ａ及び４０ｇは定置型キャ
ビネットであり、キャビネット４０ｂ～４０ｆは可動式であり且つレール３８ａ～３８ｄ
に連接され、及び並行関係においてそれらの上での平滑な横方向移動のために構成されて
いる。しかし、本開示によれば、全て又はいくつかのキャビネットは可動式であり、ここ
で、キャビネットの変位は手動、すなわち押すこと／引くことにより、又は回転マニピュ
レータ３９（図４）を用いて、機械的な伝動装置、例えば、チェーン及び歯車列等の操作
システムを配備することにより、及び任意選択的に電動機（図示せず）により促進するこ
とができる。
【００２４】
　ラック上に取り付けられた歯車の感応性に言及すると、可動式システムは、その変位時
に互いに対するキャビネットの可能性のある衝突を減衰し、抑制するための衝撃観測シス
テムと共に構成されてもよいことに留意されたい。
【００２５】
　キャビネット４０ａ～４０ｇのそれぞれは、４２で示す破線により図１Ｂに表す複数の
ラックと共に構成されるが、図４において良好に認識される。ラック４２のそれぞれは、
コンピュータメモリ／ストレージシステム、コンピュータユニット、サーバ、通信モジュ
ール、電力ユニット等の、概略図で示し、以下ＤＳＣＡと総称し、５０（図４）で示す様
々なデータストレージ及び通信機器を収容するように構成される。ラック４２は、ＤＳＡ
Ｃへの連接のための複数のデータポート及び電源ソケットと共に構成され、かかるポート
及びソケットは、簡易脱着型の結合であることが好ましい。ラック４２は、（高さ、結合
、ソケット等に関して）モジュール式であってもよく、すなわち、異なるＤＳＡＣを収容
するように、大きさを容易に変更することができる。
【００２６】
　キャビネット４０ａ～４０ｇのそれぞれのデータポート及び電源ソケットは、通信ポー
ト７２及び電力ポート７４へと延在し、ポート同士は、支持区域２５内へ中央通信施設８
０及び中央電力バックアップ８２に対してそれぞれ延在するメイン通信ライン（図１Ａの
一点鎖線７６）及びメイン電力ライン７８（図１Ａの破線７８）と通信している。
【００２７】
　ＤＳＡＣへの／からのデータ通信及びＤＳＡＣへの電力供給は、可撓性ケーブル布設に
よって促進できることが正しく認識される。代替として、データ接触器及び／又は電力接
触器が、キャビネットへのデータ及び電力伝達を容易にするが、エンクロージャ内でのそ
れらの可動性を妨げることなく、且つデータ通信又は電力供給の何らかの一時的な中断を
発生させることがないように用いられてもよい。
【００２８】
　ＤＳＣＡ、すなわち、大量の熱を発し、それらの適切な動作を維持するための冷却シス
テムを必要とする電気部品の性質に言及すると、キャビネット４０ａ～４０ｇは、少なく
とも冷却及び又は放熱システムを備える環境制御システムと共に構成される。図１Ａ～１
Ｃの実施例において、キャビネット４０ａ～４０ｇのそれぞれに関連する環境制御システ
ムは、供給ライン６２から分岐し、支持区域２５に配設される中央空気冷却ユニット６６
へと延在する可撓性流体コンジット６０（例えば、蛇腹型コンジット等）である。可撓性
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配管６２は、それらの変位にもかかわらず、可動式キャビネットを制御された状況にする
。支持区域２５は、データストレージシステム近傍の任意の場所に変位させ得ることに留
意されたい。
【００２９】
　他の構成（図示せず）によれば、環境制御システムは、冷却ユニットに加えて又はその
代わりに、熱抽出機、熱交換器、熱電（ペルチェ）ユニット等の他の種類の熱制御ユニッ
ト、及びそれらの組み合わせを備えていてもよいことが正しく認識される。
【００３０】
　更に、追加の１つ以上の環境制御は、温度及び湿度制御等、キャビネットのそれぞれに
関連してもよいことが正しく認識される。また、乾燥ユニット、清浄／フィルターユニッ
ト等の空気処理ユニットが設置されてもよい。加えて、エンクロージャ又は各キャビネッ
トは、環境パラメータ、並びに地震センサ、煙／火災検出器、及び抑制器６９ａ及び６９
ｂ（図４）等の追加パラメータを感知し、制御する様々なセンサと嵌合されてもよい。
【００３１】
　図１Ａ及び１Ｂにおいて、キャビネットは以下のように配設される：端部キャビネット
４０ａ及び４０ｇは定置型であり、従って、各側壁２６ｂ及び２６ｄに近接して配設され
る。キャビネット４０ｂ～４０ｆは、全て左に、キャビネット４０ａに極めて近接し、且
つ互いに極めて近接して配設され、それにより、キャビネット４０ｆとキャビネット４０
ｇとの間に延在する浮動島間隙Ｇを生じている。
【００３２】
　ここで図１Ｃを見ると、キャビネット４０ｄ～４０ｆは、完全に左に、キャビネット４
０ｇに極めて近接し、且つ互いに極めて近接して変位され、それにより、ここで、キャビ
ネット４０ｃとキャビネット４０ｄとの間に延在する浮動島間隙Ｇを生じている。
【００３３】
　編成は、所定のエンクロージャ２２内の所定の床面積の利用が、それぞれの２つの隣接
するキャビネット間の余分な島空間を回避することにより実質的に増加され、代わりに、
浮動島間隙Ｇが構成されるようなものである。従って、各キャビネット４０ａ～４０ｇの
長さＬ（図１Ｃ）及び幅Ｗｉが与えられる場合、変更されてもよいパラメータは、浮動島
間隙に面するデューティキャビネットの側のラック４２に取り付けられるＤＳＣＡに対す
るアクセス及び保守点検を容易にするように、いずれか２つの隣接するキャビネット間又
は端部キャビネットと隣接する側壁との間に露呈する浮動島間隙Ｇによってここで削除さ
れ、且つ置き換えられる、キャビネット間の余分な島空間である。
【００３４】
　従って、エンクロージャ２２が複数の並行に配設されたキャビネットと嵌合する場合、
キャビネットの特定の高さ、幅及び長さ、有効幅（ＷＥｆｆ）のそれぞれは、
【数２】

であり、ここで、
　Ｗｉはキャビネットｉの幅を指し、
　Ｗ’は、浮動島間隙の幅、すなわち、２つの隣接するキャビネット間の最大間隙を指し
、
　ｎはエンクロージャ内で並行に配設されるキャビネットの数を指す。
【００３５】
　エンクロージャ２２の幅は、有効幅ＷＥｆｆと略等しい。
【００３６】
　本実施例によれば、５つの島が削除されている（牽引端部キャビネット４０ａ及び４０
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間隙Ｇを指していることが正しく認識される。大型施設において、エンクロージャ内のキ
ャビネット間で２つ以上の同時に作用する間隙を可能にするように、追加の浮動島間隙が
割り当てられることを必要としてもよいことに留意されたい。
【００３７】
　ここで図面のうちの図２を見ると、本開示の第２の実施例により、概して１２０で示す
データストレージシステムを概略図で示している。
【００３８】
　エンクロージャ１２２は、支持レール（図示せず）の上で摺動可能なｎ個のキャビネッ
ト（概略図実施例において４つであり、１４０ａ～１４０ｄで示す）を収容する。主要の
浮動島間隙Ｇは維持され、それにより、ここでキャビネット１４０ｃ及び１４０ｄ間に延
在する保守点検島が、キャビネットのうちのいずれかの間又は端部キャビネット（１４０
ａ若しくは１４０ｄ）のうちの１つと各側壁との間で延在できることが正しく認識される
。
【００３９】
　しかし、本実施例において、キャビネットは「浮動床」１３４の上で可動式であり、制
御式エアダクト１６２が前記床１３４の下に配設されて、中央空気処理及び冷却ユニット
１６６から複数のポート１６３ａ～１６３ｅに向かって延在し、それぞれはキャビネット
の潜在アドレス（位置）と一致して延在する。編成は、各ポートが選択的に開封可能なゲ
ート１６５と共に構成されるようなものである。図示の位置において、ポート１６３ａ～
１６３ｃ及びポート１６３ｅは、反対に、各キャビネット１４０ａ～１４０ｃ及び１４０
ｄの対応する入口開口部と一致して延在する一方で、占有されていないポート１６３ｄは
、閉められており、すなわち、浮動島間隙Ｇの位置にある。別の構成によれば、占有され
ていないポート１６３ｄは開いたままであってもよく、従って、エンクロージャ内の温度
を制御することに寄与できることが正しく認識される。
【００４０】
　上記に加えて、中央通信施設１８０とキャビネット１６３ａ～１６３ｅとの間の（すな
わち、キャビネット内のラックの上に取り付けられたＤＳＣＡとの）全ての通信、並びに
中央電力及びバックアップユニット１８２との接続性は、線１９５によって概略的に表さ
れる通信及び電力ラインに係合する接触器１９３によって行われる。
【００４１】
　図３の概略図表現は、概して２２０で示すデータストレージシステムの更に別の実施例
を示し、ここで、エンクロージャ２２２は、６つのキャビネット２４０ａ～２４０ｆと共
に構成され、その最端部キャビネット２４０ａ及び２４０ｆは定置型であり、エンクロー
ジャの側壁に近接して延在している。キャビネット２４０ｂ～２４０ｅは、上記の主要な
開示された平行レール２３８に沿った可動式であり、すなわち、浮動島間隙Ｇが維持され
、それにより、保守点検島がここでキャビネット２４０ｄ及び２４０ｅ間に延在するが、
それはいずれか２つのキャビネットの間又は端部キャビネットのうちの１つと各側壁との
間に延在してもよい。
【００４２】
　しかし、本実施例において、キャビネット２４０ｃ及び２４０ｄは分割されており、す
なわち、それぞれが２つのサブコンパートメントＡ及びＢによって構成され、横方向で対
のレール２３７ａ～２３７ｄの上で現在図示する位置にそれぞれ位置決めされる。この編
成は、各キャビネットの分割部分Ａ又はＢを横方向レール２３７ａ～２３７ｄに沿って変
位させ、従って、各キャビネット２４０ｃ及び２４０ｄの中間部分に対する保守点検アク
セスを容易にしている。それとは別に、キャビネットのそれぞれは、上記で検討したもの
と同じ特徴、すなわち、温度及び環境制御、通信結合、及び電力供給等と共に構成されて
いる。
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